
目

次

告

示

△

昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

(

騒
音
の
規
制
に
関

す
る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

環
境
対
策
室)

…
…
…
一

△

昭
和
五
十
三
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号

(

振
動
の
規
制
に
関
す

る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
…
一

△

昭
和
四
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号

(

動
物
の
飼
養
ま
た
は

収
容
施
設
の
許
可
を
必
要
と
す
る
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

(
一
般
廃
棄
物
対
策
室)

…
…
…
一

(

以
上
県
法
規
登
載)

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(
福
祉
指
導
室)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更

(
〃

)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
二

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知(

四
件)

(

治

山

室)

…
…
…
二

△

公
共
測
量
の
実
施

(

土
木
建
築
総
務
室)
…
…
…
三

△

道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
保
全
室)
…
…
…
四

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
四

△

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

室)

…
…
…
四

△

昭
和
五
十
五
年
広
島
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

(

宮
島
公
園
の
設

置)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

都
市
総
務
室)

…
…
…
六

(

県
法
規
登
載)

△

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可(

三
件)

(

都
市
整
備
室)

…
…
…
六

△

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
七

公

告

△

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し(

三
件)

(

都
市
企
画
室)

…
…
…
七

△

換
地
処
分(

市
町
村)

(

広
島
地
域
事
務
所)

…
…
…
七

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
七

教
育
委
員
会
教
育
長
告
示

△

耕
三
寺
博
物
館
に
係
る
博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
の
変
更

…
…
…
八

人
事
委
員
会
規
則

△

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
八

(

県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

九

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

(

騒
音
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

別
表
第
一
深
安
郡
の
部
を
削
る
。

別
表
第
二
福
山
市
の
部
第
二
種
区
域
の
項
中

｢

全
域｣

の
下
に

｢

及
び
神
辺
町
の
地
域｣

を
加
え
、
同
部

第
三
種
区
域
の
項
中

｢

及
び
沼
隈
町｣

を

｢

、
沼
隈
町｣

に
改
め
、｢

字
九
田
の
地
域
に
限
る
。)｣

の
下
に

｢

及
び
神
辺
町｣

を
加
え
、
同
表
備
考
中

｢

平
成
十
七
年
二
月
一
日｣

を

｢

平
成
十
八
年
三
月
一
日｣

に
改

め
る
。

広
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号

昭
和
五
十
三
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号

(

振
動
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

別
表
中

｢
、
同
郡
北
広
島
町
及
び
深
安
郡
神
辺
町｣

を

｢

及
び
同
郡
北
広
島
町｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
百
七
十
六
号

昭
和
四
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号

(

動
物
の
飼
養
ま
た
は
収
容
施
設
の
許
可
を
必
要
と
す
る
区
域

の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

深
安
郡
の
項
を
削
る
。

広
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る

医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
八
十
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
布
野
町
横
谷
字
室
三
五
一
の
一
、
三
五
五
の
一
、
三
五
七
の
一
、
三
五
八
の
一
、
三
五
九

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
三
次
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

平成18年 2月27日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 1 1号

2

日
本
調
剤

殿
賀
薬
局

関
西
薬
局

宮
浦
店

岡

田

歯

科

医

院

村
瀬
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
し
が
き
脳
神
経
外
科
医
院

あ

さ

だ

内

科

名

称

山
県
郡
安
芸
太
田
町
下
殿
河
内
七
一
〇
―
一

三
原
市
宮
浦
五
―
一
六
―
一
〇

呉
市
中
通
二
丁
目
一
―
二
一

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
七
八
八
―
一

尾
道
市
新
浜
一
丁
目
九
―
二
七

三
原
市
宮
浦
五
丁
目
一
六
―
二
三

所

在

地

平
成

一
八
・

二
・

一

平
成

一
八
・

二
・

一

平
成

一
八
・

二
・

一

平
成

一
八
・

二
・

一

平
成

一
八
・

二
・

二

平
成

一
八
・

二
・

一

指

定

年

月

日

シ
ミ
ズ
歯
科
・
矯
正
歯
科
医

院

新
名

称

シ
ミ
ズ
歯
科
医
院

旧

廿
日
市
市
串
戸
三
丁
目
二
一－

二
所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・
一
一

変
更
年
月
日

㈲
エ
ヌ
・
イ
ー
・
ピ
ー
す
み

れ
薬
局

ハ
ー
テ
ィ
薬
局

三
次
店

ノ

ブ

ソ

ウ

薬

局

岡

田

歯

科

医

院

医
療
法
人
社
団

柏
原
会

村
瀬
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
三
六
五
九
―
一

三
次
市
南
畑
敷
町
一
七
三
―
六

尾
道
市
栗
原
町
九
七
六
〇
―
三

呉
市
中
通
二
丁
目
一
―
二
一

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
七
八
八
―
一

所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

平
成

一
七
・
一
二
・
三
〇

平
成

一
八
・

一
・
三
一

平
成

一
八
・

一
・
三
一

廃

止

年

月

日

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
布
野
町
横
谷
字
吸
谷
八
六
の
一
、
甲
八
六
の
二
、
甲
八
六
の
四
、
乙
九
〇
、
九
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
三
次
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

庄
原
市
比
和
町
比
和
字
定
清
平
四
三
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
定
清
平
四
三
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林

務
総
室
治
山
室
及
び
庄
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
西
河
内
町
字
大
平
山
八
二
、
一
一
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
平
山
八
二
・
一
一
四
の
一

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林

務
総
室
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
太
田
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

一
級
基
準
点
測
量
平
均
計
画
図
作
成
、
三
級
基
準
点
測
量
平
均
計
画
図
作
成)
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二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
二
月
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
ま
で

三

作
業
地
域

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
及
び
同
市
安
佐
北
区
安
佐
町
の
一
級
河
川
太
田
川
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

百
谷
新
市
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

高
須
四
丁
目
七
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
三
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

地

番

広
島
市

西
区
高
須
四
丁
目

七
番
一
三

標
柱
一
号

〃

〃

一
〇
五
三
番
一
七
八

標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で

〃

〃

一
〇
五
三
番
一
四

標
柱
五
号

〃

西
区
高
須
台
一
丁
目

七
〇
番

標
柱
六
号
及
び
七
号

〃

西
区
高
須
四
丁
目

一
〇
五
三
番
八

標
柱
八
号

〃

〃

一
〇
五
三
番
五

標
柱
九
号
及
び
十
号

〃

西
区
高
須
三
丁
目

一
〇
番
九

標
柱
十
一
号

〃

西
区
高
須
四
丁
目

一
〇
番
四

標
柱
十
二
号

〃

〃

一
〇
五
三
番
一
二
八

標
柱
十
三
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

阿
戸
下
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
一
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

大
字

字

地

番

広
島
市

安
佐
南
区
沼
田
町

阿
戸

遊
寺

甲
二
五
五
〇
番

標
柱
一
号

〃

〃

〃

新
出
郷

二
五
二
七
番

標
柱
二
号

〃

〃

〃

〃

二
五
二
八
番

標
柱
三
号

〃

〃

〃

〃

二
五
二
九
番
一
及
び
二
五
二

九
番
二

標
柱
四
号

〃

〃

〃

内
藤
平

二
〇
七
六
番
地
先
道
路
敷

標
柱
五
号
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福
山
市
駅
家
町
大
字
服
部
永
谷
八
〇
九
番
二
地
先
か
ら

福
山
市
駅
家
町
大
字
服
部
永
谷
八
一
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

四
・
四
〇
〜
九
・

〇
〇

八
・
〇
〇
〜
七

六
・
〇
〇 メ

ー
ト
ル

四
・
四
〇
〜
九
・

〇
〇 敷

地
の
幅
員

一
三
九
・
〇
〇

一
八
二
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
三
九
・
〇
〇

延

長

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

備

考

県
道
百
谷
新
市

線 路

線

名

福
山
市
駅
家
町
大
字
服
部
永
谷
八
〇
九
番
二
地
先
か
ら

福
山
市
駅
家
町
大
字
服
部
永
谷
八
一
四
番
三
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
二
月
二

七
日 供

用
開
始
の
期
日

(定期)(号外)(定期)



〃

〃

〃

新
出
郷

二
五
一
〇
番
一
地
先
道
路
敷

標
柱
六
号

〃

〃

〃

〃

甲
二
五
三
二
番

標
柱
七
号

〃

〃

〃

〃

甲
二
五
三
六
番
地
先
市
道
敷

標
柱
八
号

〃

〃

〃

〃

二
五
三
九
番
地
先
市
道
敷

標
柱
九
号

〃

〃

〃

〃

二
五
四
二
番
一
、
二
五
四
二

番
二
及
び
二
五
四
二
番
三
地

先
市
道
敷

標
柱
十
号

〃

〃

〃

〃

甲
二
五
四
四
番

標
柱
十
一

号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

伴
下
地
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
九
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

大
字

字

地

番

広
島
市

安
佐
南
区
沼
田
町

伴

柚
ノ
木

八
六
一
四
番

標
柱
一
号

〃

〃

〃

堤
ケ
迫

四
九
四
五
番
一

標
柱
二
号

〃

〃

〃

尾
首

八
五
四
九
番
二
地
先
道
路
敷

標
柱
三
号

〃

〃

〃

〃

八
五
五
二
番

標
柱
四
号

〃

〃

〃

〃

八
五
六
〇
番
一
地
先
道
路
敷

標
柱
五
号

〃

〃

〃

〃

甲
八
五
六
一
番
地
先
道
路
敷

標
柱
六
号

〃

〃

〃

柚
ノ
木

八
五
七
二
番
二

標
柱
七
号

〃

〃

〃

〃

八
五
七
三
番
一

標
柱
八
号

〃

〃

〃

〃

八
六
一
三
番

標
柱
九
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

阿
戸
信
山
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
七
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

字

地

番

広
島
市

安
芸
区
阿
戸
町

信
山

四
九
六
〇
番
一

標
柱
一
号

〃

〃

〃

四
九
三
六
番

標
柱
二
号
及
び
五
号

〃

〃

新
畠
山

一
〇
八
三
番

標
柱
三
号

〃

〃

〃

一
〇
八
二
番
一

標
柱
四
号

〃

〃

〃

一
〇
八
〇
番

標
柱
六
号

〃

〃

信
山

四
九
二
九
番

標
柱
七
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

三
宅
二
丁
目
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
九
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

地

番

広
島
市

佐
伯
区
三
宅
三
丁
目

九
四
八
番
一
二

標
柱
一
号
及
び
九
号

〃

佐
伯
区
三
宅
二
丁
目

七
四
六
番

標
柱
二
号

〃

〃

九
九
一
番
一

標
柱
三
号

〃

〃

九
九
二
番
一

標
柱
四
号
及
び
五
号

〃

佐
伯
区
三
宅
三
丁
目

九
四
五
番
五

標
柱
六
号
か
ら
八
号
ま
で

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

野
丸
地
区

(

追
加)

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
二
号
を
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
広
島
県
告
示
第
四
百
五

十
六
号

(

以
下

｢

告
示｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
。
た
だ
し
、
標
柱
一

号
及
び
二
号
は
告
示
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
五
号
及
び
四
号
と
同
一
と
す
る
。

郡

市

町

村

大
字

字

地

番

広
島
市

佐
伯
区
五
日
市
町

石
内

野
丸

乙
一
一
〇
九
番

標
柱
一
号

〃

〃

〃

〃

甲
一
〇
七
七
番

標
柱
二
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
七
五
番

標
柱
三
号

〃

〃

〃

〃

一
一
〇
八
番

標
柱
四
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

広
三
芦
二
丁
目
一
地
区

(

追
加)

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
二
号
を
平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
広
島
県
告
示
第
千
三
百
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七
十
六
号

(

以
下

｢

告
示｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱
二
号
と
三
号
を

結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
。
た
だ
し
、
標
柱
一
号
及
び
二

号
は
告
示
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
六
号
及
び
五
号
と
同
一
と
す
る
。

郡
市

町

村

字

地

番

呉
市

広
三
芦
二
丁
目

八
七
五
四
番
八

標
柱
一
号

〃

広
町

狸
山

甲
一
七
四
九
番

標
柱
二
号

〃

広
三
芦
二
丁
目

八
七
六
〇
番
一

標
柱
三
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

北
山
Ｃ
地
区

(

追
加)

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
二
号
を
平
成
三
年
八
月
二
十
九
日
広
島
県
告
示
第
九
百
八
十

八
号

(

北
山
Ｂ
地
区)

(

以
下

｢

告
示
Ａ｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱
二

号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
七
号
と
八
号
を
平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
広
島
県
告
示
第

四
百
六
十
二
号

(

以
下

｢

告
示
Ｂ｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱
八
号
と

九
号
を
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
。
た
だ
し
、
標
柱
一
号

は
告
示
Ａ
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
上
に
存
し
、
標
柱
二
号
は
告
示
Ａ

で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
六
号
と
同
一
と
し
、
標
柱
七
号
及
び
八
号
は
告
示
Ｂ
で
指
定
し
た
土
地

に
存
す
る
標
柱
三
号
及
び
一
号
と
同
一
と
す
る
。

郡

市

町

村

地

番

廿
日
市
市

宮
内
四
丁
目

一
一
九
七
番
二

標
柱
一
号

〃

宮
園
二
丁
目

一
三
三
五
番
二
六

標
柱
二
号
及
び
三
号

〃

〃

一
〇
番
一

標
柱
四
号
か
ら
六
号
ま
で

〃

〃

一
三
三
五
番
二
〇

標
柱
七
号

〃

宮
内
四
丁
目

一
一
九
七
番
一
七

標
柱
八
号

〃

〃

一
一
九
七
番
二
二

標
柱
九
号

広
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

昭
和
五
十
五
年
広
島
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号(

宮
島
公
園
の
設
置)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

二
中

｢

広
島
県
佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
告
示
第
百
八
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
広

島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

福
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
六
二
〇
号
福
山
駅
大
門
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
三
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
百
九
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
千
五
百
三
十
六
号
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

福
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
六
五
二
号
福
山
駅
南
自
転
車
駐
車
場

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し
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広
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
広

島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

廿
日
市
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
二
二
号
平
良
駅
通
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程

(

昭
和
四
十
六
年
広
島
県
告
示
第
百
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
建
築
計
画
概
要
書
等
福
山
閲
覧
所
の
項
中

｢

、
深
安
郡｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公

告告告

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
福
山
市
か
ら
、
備
後
圏
都
市
計
画
駐
車
場
七
〇
四
号
霞
駐
車
場
の
変
更
に
係
る

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
土
木
建
築
部
都
市

局
都
市
総
室
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
福
山
市
か
ら
、
備
後
圏
都
市
計
画
公
園
三
・
三
・
七
〇
二
号
中
央
公
園
の
変
更

に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
土
木
建
築

部
都
市
局
都
市
総
室
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
福
山
市
か
ら
、
備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
福
山
公
共
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
土
木
建
築
部
都
市
局

都
市
総
室
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長

石

原

照

彦

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

換
地
処
分
年
月
日

広
島
市

中
井
原

区
画
整
理
事
業

平
成
一
八
・
二
・
八

豊
田
郡
瀬
戸
田
町
南
生
口
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男
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(
就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

杉

原

正

也

尾
道
市
瀬
戸
田
町
御
寺
七
九
九

〃

杉

原

英

樹

〃

〃

〃

六
七
〇

〃

平

田

一

誠

〃

〃

宮
原
一
〇
九
五

〃

寺

尾

肇

〃

〃

〃

七
八
五

〃

山

本

徳

男

〃

〃

荻
五
二
〇
五－

二

〃

山

本

暢

夫

〃

〃

〃
一
三
六
六

〃

宮

本

幸

一

〃

〃

〃
七
九
八

〃

奥

川

正�
〃

〃

〃
七
七
四

監
事

寺

岡

明

孝

〃

〃

御
寺
四
六
八

〃

植

田

厚

司

〃

〃

荻
二
六
九
〇－

一

(

退
任
役
員)

理
事

杉

原

正

也

尾
道
市
瀬
戸
田
町
御
寺
七
九
九

〃

杉

原

英

樹

〃

〃

〃

六
七
〇

〃

平

田

一

誠

〃

〃

宮
原
一
〇
九
五

〃

岡

田

幹

夫

〃

〃

〃

九
九
三

〃

飯

田

照

男

〃

〃

荻
二
五
二
六－
一

〃

山

本

暢

夫

〃

〃

〃
一
三
六
六

〃

田

坂

幸

夫

〃

〃

〃
八
一
九

〃

奥

川

正�
〃

〃

〃
七
七
四

監
事

寺

岡

明

孝

〃

〃

御
寺
四
六
八

〃

植

田

厚

司

〃

〃

荻
二
六
九
〇－

一

教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
告告告
示示示

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
五
号

博
物
館
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号)

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
耕
三
寺
博

物
館
に
係
る
博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

関

靖

直

一

変
更
事
項

１

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

２

博
物
館
の
所
在
地

二

変
更
内
容

人人人
事事事
委委委
員員員
会会会
規規規
則則則

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則

(

昭

和
三
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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博
物
館
の
所
在
地

設
置
者
の
名
称
及
び

住
所 区

分

尾
道
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
五

五
三
番
地
の
二

宗
教
法
人
耕
三
寺

尾
道
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
五

五
三
番
地
の
二 新

豊
田
郡
瀬
戸
田
町

宗
教
法
人
耕
三
寺

豊
田
郡
瀬
戸
田
町

旧

右
に
同
じ

平
成
一
八
年
一
月
一
〇
日

変
更
年
月
日

別
表
第
四
の
一
級
の
項
中

｢

府
中
市
立
諸
田
小
学
校

深
安
郡
神
辺
町
立
中
条
小
学
校
三
谷
分
校

｣

を

｢

〃

中
条
小

府
中
市
立
諸
田
小

学
校
三
谷
分
校

学
校

｣
に
改
め
る
。

(定期)



公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

12号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 2月27日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 1 1号

9

5S
1070

5S
0982

5P
1256

5P
1222

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
２
月

2
7
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

回
胴
式
遊
技

機

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｂ
Ｉ
Ｓ

00
1 グ
レ

ート
テ
ィ

ーチ
ャ

ーオ
ニ

ヅ
カ
Ｓ

Ｃ
Ｒ

S
A

K
P

004

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ーイ
ン
デ
ィ
・

ジ
ョ

ーン
ズ
Ｓ
Ｔ

7

型
式
名

同
上

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

代
表
取
締
役
寶
田
久
治

(東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
３
丁

目
29番

10号
)

同
上

株
式
会
社
三
共

代
表
取
締
役
毒
島
秀
行

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六

丁
目

460番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



日

号
外

ペ
ー
ジ

〇

規

則

�
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�
１�

�
広
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

��
〃

〇

訓

令

�
公
害
苦
情
相
談
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令���

〇

告

示

�
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号(

騒
音
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

���

�
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号(

振
動
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃�

�
昭
和
四
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号(

動
物
の
飼
養
ま
た
は
収
容
施
設
の

許
可
を
必
要
と
す
る
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

�
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

〃�

�
公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

�
〃

〃

〃

�
公
共
測
量
の
終
了

〃

〃

�
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

〃

〃

�
河
川
区
域
内
に
放
置
さ
れ
て
い
た
工
作
物
の
除
去
及
び
保
管
の
公
示

〃�

��
一
部
事
務
組
合
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規

約
の
廃
止

���

��
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

〃�

��
救
急
病
院
等
の
協
力
申
出
の
撤
回

〃

〃

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

〃

〃

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更

〃

〃

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

〃

〃

��
家
畜
伝
染
病
の
発
生

〃�

��
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
み
つ
ば
ち
等
の
移
入
禁
止
措
置
の
解
除

〃

〃

��
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
営
業
停
止
命
令

〃

〃

��
道
路
の
区
域
決
定

〃

〃 ��
道
路
の
区
域
変
更

〃�

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
〃

〃�

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃�

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
水
域
、
外
郭
、
係
留
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
届
出

〃�

��
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
百
六
十
四
号(

廿
日
市
市
の
人
口)

の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

���

��
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
四
十
五
号(

豊
田
郡
及
び
尾
道
市
の
人
口)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

��
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

の
概
要

〃

〃

��
〃

〃��

��
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
変
更
の
承
認

〃��

��
公
共
測
量
の
終
了

〃

〃

��
河
川
敷
地
等
の
公
用
廃
止

〃

〃

��
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号(

平
成
十
七
年
度
地
籍
調
査
事
業

計
画)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

���

��
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

〃�

��
〃

〃

〃

��
平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
千
百
九
十
九
号(

悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く

規
制
地
域
の
指
定
及
び
規
制
基
準
の
設
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

��
保
安
林
の
指
定
の
解
除

〃�

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
〃

〃

〃

平成18年 2月27日 (月曜日)
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��
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

��
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
〃

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃�

��
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

〃

〃

��
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

の
概
要

���

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

〃�

��
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
処
分

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃�

��
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

��
平
成
十
八
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
広
島
県
庁
舎

内
受
付
案
内
等
業
務
労
働
者
派
遣
契
約
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等

���

��
町
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
の
廃
止

〃�

��
町
の
区
域
の
設
定

〃

〃

��
救
急
病
院
等
の
認
定

〃

〃

��
救
急
病
院
等
の
協
力
申
出
の
撤
回
及
び
救
急
病
院
等
の
認
定

〃

〃

��
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
加
入
区
の
設
定

〃�

��
換
地
計
画
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更

〃

〃

��
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

��
〃

〃�

��
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

��
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃�

��
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

���

��
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

の
概
要

〃�

��
道
路
の
区
域
変
更

〃�

��
〃

〃�

��
〃

〃

〃

��
広
島
県
と
因
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規

約
を
廃
止
す
る
規
約

〃

〃

��
広
島
県
と
瀬
戸
田
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る

規
約
を
廃
止
す
る
規
約

〃�

��
広
島
県
と
尾
道
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規

約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

��
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

〃

〃

��
〃

〃

〃 ��
県
議
会
の
定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
十
六
年
度
広
島
県
歳
入
歳
出
決
算

〃

10�

��
県
議
会
の
定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
十
六
年
度
広
島
県
公
営
企
業
決
算
の
概
要

〃

〃�

��
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

��
12�

��
訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃

〃

��
通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃�

��
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃

〃

��
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃

〃

��
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃�

��
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

〃

〃

〃

��
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

〃

〃

〃

��
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃

〃

��
訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃�

��
通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃

〃

��
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃

〃

��
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃

〃

��
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

〃

〃

〃

��
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止

〃

〃�

��
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退

〃

〃

〃

〇

合

同

告

示

�
県
及
び
市
町
村
の
職
員
の
相
互
派
遣
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

���

〇

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

���

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

〃

〃

土
地
改
良
区
の
解
散
命
令

〃

〃

換
地
処
分(

土
地
改
良
区)

〃

〃

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

����

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

〃

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

〃��

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
県
の
意
見

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃��

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
樹
立

〃

〃

平
成
十
七
年
度
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

〃

〃

市
町
村
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し

〃��

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

〃

〃

〃

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

〃��

平成18年 2月27日 (月曜日)
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

〃

〃

一
般
競
争
入
札

〃

２�

〃

��
３

〃

〃

〃

〃�

〃

〃

〃�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出����

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

〃

〃

〃

〃

〃

家
畜
商
講
習
会
の
開
催

〃��

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(
市
町
村)

〃��

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

���

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

一
般
競
争
入
札

��
７�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

���

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

〃�

〃

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃

〃

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃��

土
地
改
良
事
業
施
行
協
議
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃

〃

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

土
地
改
良
区)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

〃

〃

広
島
港
廿
日
市
地
区
港
湾
関
連
用
地
の
分
譲

〃

８�

一
般
競
争
入
札

��
９�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

���

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

〃�

広
島
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
の
策
定

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
樹
立

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

土
地
改
良
区)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

〃�

県
有
財
産
売
却
の
一
般
競
争
入
札

〃

10��

一
般
競
争
入
札

〃

〃��

〇

企
業
局
公
告

一
般
競
争
入
札

��
３�

〃

〃

〃�

〃

〃

〃��
〃

〃

〃��

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
告
示

�
厳
島
神
社
宝
物
館
に
係
る
博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
の
変
更

����

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

一
般
競
争
入
札

��
３��

落
札
者
等
の
公
示

��
７�

〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

����

�
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
指
定

〃

〃

�
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
内
容
の
変
更

〃

〃

�
〃

���

�
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨

〃

11�

〇

公
安
委
員
会
規
則

�
尾
道
市
と
因
島
市
及
び
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
の
合
併
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規

則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

���

〇

公
安
委
員
会
告
示

�
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

����

�
〃

����

�
〃

���

�
〃

���

�
〃

����

�
〃

���

〇

公
安
委
員
会
公
告

�
技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査(

大
型
二
種
・
普
通
二
種)

����

〇

警
察
本
部
公
告

�
一
般
競
争
入
札

��
３��

�
〃

��
４�

〇

警
察
署
公
告

�
放
置
車
両
の
確
認
等
に
関
す
る
事
務
の
委
託
の
公
示

��
７�

�
〃

〃

〃

〃

�
〃

〃

〃

〃

�
〃

〃

〃

〃

�
〃

〃

〃�

�
〃

〃

〃

〃

�
〃

〃

〃

〃

平成18年 2月27日 (月曜日)
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古紙配合率���％
白色度��％再生紙を使用しています

〇

監
査
委
員
公
表

平
成
十
六
年
度
包
括
外
部
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況

�
２�

十
一
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

���

広
島
県
職
員
措
置
請
求
に
係
る
勧
告
の
内
容
及
び
監
査
の
結
果

��
５�

監
査
の
結
果

〃

６

〃

十
二
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

���

〇

正

誤

平
成
十
八
年
一
月
十
二
日
付
け
広
島
県
報(

号
外)

第
二
号
中
広
島
県
公
告

の
訂
正

���

〇

人

事

異

動

人
事
異
動

���

平成18年 2月27日 (月曜日)
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